
反社会的勢力排除の取組み 

 

 
2007 年 6 月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当
局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用金庫には反社会的勢力との取引
解消に向けたさらなる態勢設備が求められています。 
当金庫においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでおり、その一環として、当局の認可を
得て定款を変更しています。これにより、下記Ⅰのいずれかに該当する者は当金庫の会員となることはでき
ません。また、会員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。当
金庫では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的
勢力を取引から排除する対象としておりますが、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。 

 
Ⅰ. 当金庫の会員となることができない者 

 
１．暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関
係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という。)  

２．次の各号のいずれかに該当する者 
 (１)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 
 (２)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 
 (３)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってす
るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

 (４)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる
関係を有すること。 

 (５)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有す
ること。 

 
Ⅱ．総代会の決議により除名となることがある場合 

 
１． 自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。 

(１)暴力的な要求行為 
(２)法的な責任を超えた不当な要求行為 
(３)取引に関して、脅迫的な行動をし、または暴力を用いる行為 
(４)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの金庫の信用を毀損し、またはこの金庫の業務
を妨害する行為 

(５)その他前各号に準ずる行為 
２．「反社会的勢力ではないことの表明・確約にかんする同意書」でしていただく、上記Ⅰの「１」および
「２」のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に関して
虚偽の申告をしたことが判明したとき。 

 
 

金融機関では、暴力団、暴力団員をはじめとする 
反社会的勢力との取引をいっさいお断りしております 

 
金融機関では、反社会的勢力との取引の停止や解約（以下「解約等」とします。）に関する規定を各種契約
書や取引規定に盛り込むことといたしました。 
 
●預金口座の開設時や融資契約の締結時など各種取引のお申込の際に、お客様が反社会的勢力に該当
しないことを表明し確約していただきます。 

●万が一、表明し確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合には、解約等の対象となります。 
●また、すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となりま
す。 



 
金融機関では、2007年 6月に公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（犯
罪対策閣僚会議幹事会申合せ）にもとづき、警察庁、金融庁などとも連携をとりつつ、反社会的勢力との関
係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進しておりますので、お客様のご理解とご協力をお願い申
し上げます。 
 
 

以上 


